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※ 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成３年法律第48号）及び同法施行令（平成３年政令第327号）において、建設
工事から発生する土砂（建設発生土）は「指定副産物」に定められ、再生資源としての利用促進が特に必要なものと位置付け
られている。
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資源有効利用促進法の概要(建設発生土関係)
■事業者又は建設工事の発注者は、その建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源と
して利用することを促進するよう努めなければならない。

■元請業者は、指定副産物を一定規模以上※1搬出する工事について再生資源利用促進計画書［実
施書］を作成し、１年間保存しなければならない。

■国は、事業者に対し指導・助言、一定規模以上※2の事業者に対し勧告、公表、命令※3ができる。
※2 事業年度の建設工事施工金額が５０億円以上 ※3命令は事前に審議会の意見聴取が必要

指定副産物及び計画書対象規模 ※1 計画書に定める内容
１．土砂 ・・・1,000m3以上
２．Co塊、As塊、

建設発生木材

１．種類ごとの搬出量
２．種類ごとの再生資源化施設又は他工事現場等への搬出量
３．その他、再生資源の利用促進に関する事項・・・合計200t以上

■様式例）再生資源利用促進計画書［実施書］

土砂受入れ地搬出元工事
(計画書を作成・保存)
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